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 フロンは、オゾン層の破壊や地球温暖化など、環境に悪影響を及ぼすことが確認されてい

ます。東京都ではノンフロン機器等の普及を後押しするため、冷媒にフロンを使用しない「省

エネ型ノンフロン冷凍冷蔵ショーケース」に加え、令和 2 年度申請から温室効果の低いフロ

ンを使用した「省エネ型低 GWP ビル用マルチエアコン」の導入に対する補助を開始します。 

 

【補助事業の内容】 

① 補 助 対 象 者 
中小事業者及び個人の事業者（リースする場合も含む。） 

※ショーケースについては、冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場を除く。 

② 補助対象機器 

・省エネ型ノンフロン冷凍冷蔵ショーケース 

・省エネ型低 GWP ビル用マルチエアコン（GWP 値 750 未満） 

※GWP：地球温暖化係数 

③ 補 助 条 件 ・都内の事業所に設置されること。 

・未使用品であること。 

・2021 年３月 12 日までの間に設置完了されること。 

④ 補助対象経費 補助対象機器の購入費及び工事費 

⑤ 補 助 金 の 額 ・ショーケース：補助対象経費の１／３ 

・ビル用マルチエアコン：補助対象経費の１／4 

※国等の補助がある場合は、その額を除いた額 

⑥ 限 度 額 １台あたり 500 万円、１事業者あたり 1,500 万円まで。 

⑦ 申 請 期 間 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 2 月 26 日まで 

 

省エネ型ノンフロン機器等の導入補助を開始 

補助対象を拡大します 

【問い合わせ先】 

東京都環境局環境改善部環境保安課  電話 03-5388-3471 

本件は、「『未来の東京』戦略ビジョン」を推進する先導的事業です。 

戦略１４ ゼロエミッション東京戦略 

■制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/index.html 

 


